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告

示

指
定
予
定
保
安
林
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

日
田
市
大
字
羽
田
字
萩
原
一
〇
二
六
番
、
一
〇
二
七
番
、
一
〇
三
九
番
二

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
二
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
弥
生
大
字
尺
間
字
丸
山
九
七
〇
番
一
か
ら
九
七
〇
番
六
ま
で
、
九
七
一
番

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
二
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

由
布
市
湯
布
院
町
中
川
字
仏
山
一
四
一
五
番
一
、
一
四
一
五
番
一
二
、
一
四
一
五
番
一
四
、
一
四
一
五

番
一
六
、
一
四
一
五
番
一
九
か
ら
一
四
一
五
番
二
一
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

目

次

令

和

四

年

（ 火 曜 日 ）

第
二
九
三
号

三
月
二
十
二
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）
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三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
二
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

別
府
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
下
水
道
事
業

別
府
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

昭
和
三
十
五
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

昭
和
三
十
五
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号
、
昭
和
五
十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号
、
昭

和
五
十
五
年
大
分
県
告
示
第
千
四
十
七
号
、
昭
和
五
十
六
年
大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号
、
昭
和
五

十
七
年
大
分
県
告
示
第
九
十
七
号
、
昭
和
五
十
九
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号
、
平
成
四
年
大
分

県
告
示
第
九
百
五
十
号
、
平
成
十
年
大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
号
、
平
成
十
五
年
大
分
県
告
示
第
百
四

十
七
号
、
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
二
十
二
号
、
平
成
二
十
二
年
大
分
県
告
示
第
九
百
十
六
号
及
び

平
成
二
十
八
年
大
分
県
告
示
第
百
十
九
号
の
事
業
地
に
、
別
府
市
大
字
南
立
石
字
板
地
、
大
字
鶴
見
字

二
ツ
藪
、
字
夫
婦
岩
、
字
蓮
台
寺
、
字
上
ノ
原
、
字
荒
巻
、
字
鶴
見
原
、
字
砂
原
及
び
字
合
ノ
坪
並
び

に
大
字
内
竈
字
釿
ノ
掛
、
字
釿
ノ
掛
前
、
字
岸
本
、
字
松
田
、
字
影
ノ
木
、
字
牛
ケ
谷
及
び
字
笹
川
の

各
字
の
一
部
を
追
加
す
る
。

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

二

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日


